
令和 6 年能登半島地震災害義援金の受付について 
 

１. 義援金名   令和６年能登半島地震災害義援金 
 
２. 受付期間   令和６年１月４日（木） 

～令和９年３月３１日（火） 
３． 義援金受入口座  

（１） ゆうちょ銀行・郵便局 
金融機関名 ゆうちょ銀行 
口 座 番 号 普通預金 ００１５０—７—３２５４１１ 
口 座 名 義 「日赤令和 6 年能登半島地震災害義援金」 

 
※窓口での振り込みの場合は、振込手数料は免除される。 
（ATM による通常払込みおよびゆうちょダイレクトを利用の場合は、所定の振込手数料 
がかかる。） 

   
（２） 都市銀行 

・三井住友銀行   すずらん支店 
       普通預金 ２７８７５０１ 
  ・三菱ＵＦＪ銀行  やまびこ支店 
       普通預金 ２１０５４９３ 
  ・みずほ銀行    クヌギ支店 

普通預金 ０６２０６６９ 
口座名義はいずれも「日本赤十字社」 

 
※金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。 
※受領証発行を希望の場合は、日本赤十字社パートナーシップ推進部（☎03-4363-2056）に 
下記内容を連絡ください。 

※①寄付者 ②寄付した日 ③寄付金額 ④寄付先の口座番号（義援金専用口座番号）が 
明らかにされてるものに限られる。 
 
（３） 石川県支部専用口座 

 金融機関名  北國銀行 
 支 店 名  県庁 

口 座 番 号  普通預金 ２８５８０ 
口 座 名 義  日本赤十字社石川県支部 

               支部長 馳
は せ

 浩
ひろし

 
 
※金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。 


